
知的障害者雇用とジョブサポーターによる就労安定に向けた取り組み 
 
○伊東 一郎  （株式会社前川製作所 常務取締役） 

 佐々木 紀恵（株式会社前川製作所 メンタルヘルス推進室/障がい者雇用推進室） 

 

１ はじめに 

 当社は、S55 年以来、本社並びに支店や営業所を

事業別・地域別に独立法人化し、ピーク時には 100

社を超える独自の経営を推し進めて来た。しかし、

食糧問題、環境問題、省エネ問題を視野に入れてグ

ローバル展開を図るには、そのような集合体では対

応出来ないと考え、H19 年６月に一社化へと大きく

舵を切った。その結果、常用雇用者数が国内で 2,000

名（H19 年６月当時 2,018 名）を超え、法律に定め

られる障害者雇用率達成の義務が生じた。当時の社

の方針は、特例子会社を作らずに対応するというも

ので、その後、半年を掛け東広島工場で５名の障害

者を雇用した。それが、当社における積極的障害者

雇用の取組みの第一歩となった。 

【H22 年】 

・06 月 01 日 障害者雇用率 0.88%(N=1707) 

・10 月 01 日 障害者雇用を全社を上げて行う旨   

社長メッセージを発信 

・12 月 31 日  障害者雇用率 0.88%(N=1707) 

【H23 年】 

・06 月 01 日  障害者雇用率 1.12%(N=1780) 

・06 月 08 日  東京労働局から特別指導を受けた 

・07 月 01 日  本社施設管理Ｇにて２名の知的障害

者のトライアル雇用を開始 

・08 月 05 日 関西支店で聴覚障害者を採用 

・09 月       グループ企業の障害者を本社に移動     

・09 月 30 日 障害者雇用率 1.80%(N=1786)達成 

障害者数 32 名（重度判定者 10 名 重度以外判定者

12 名）  

当社では、福祉目線での雇用ではなく「戦力雇用」 

を活動の中心に据え、「障がい」を一つの個性として

とらえ、一緒に働く仲間として彼らを受け入れると

いったダイバーシティの考え方を説きながら、雇用

を進めてきた。本報告は、知的障害者雇用とは無縁

であった当社における就労安定に向けたジョブサポ

ーター制度（以下「ＪＳ」という。）について報告す

るものである。 

 

 

２ 障害者雇い入れ時の方針 

 東広島工場においては、H20 年に積極的な障害者

雇用を開始することになったため、障害者雇用コン

サルタントの小山氏（以下「コンサルタント」とい

う。）に協力を依頼した。大都市圏では特例子会社が

積極的に身体障害者を採用している関係から､身体

障害者の採用は難しいと教えられた。そこで精神障

害者もしくは知的障害者の採用を検討したが、精神

障害者に対しての対応準備が出来ていないこともあ

り、知的障害者に絞って採用を考えることにした。 

 

（１） 知的障害者雇用の基本方針 

① 障害者のための仕事は作らない 

② 長期雇用を前提とした正社員雇用   

③ 障害を一つの個性と考える戦力雇用 

 

（２） 基本方針に基づいた具体的な進め方 

① 就労可能業務の洗い出し 

② 障害者雇用の為のフィールドづくり研修 

③ 業務上必要とされる機能の抽出  

④ 業務手順書の作成 

⑤ フォーメーション会議の開催 

（トライアル雇用期間中に支援センター、

保護者、ジョブコーチ、ハローワーク、

通勤寮職員、社内関係者、ＪＳの中より

代表者数名、障がい者雇用推進室で構成

し、頻度は１回／月） 

⑥ ＪＳ会議の開催 

（参加可能なＪＳ社員、受け入れ部門関

係者、障がい者雇用推進室で構成し、頻

度は２回／年） 

上記のような進め方を基本とし、H23 年度からは

特別支援学校との連携にも着手している。連携の仕

方としては、当社内での説明・見学会を実施し、極

力多くの外部機関に対して、当社の基本方針を伝え、

相互理解を図っている。それにより、社員が障害者

とふれあう機会をもつことが、ここでは非常に重要

となっている。相手の顔が見えることで、社員の理
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解も深まり、共に働く仲間として考え始める流れが

自然とできたのが、これまでの当社内のケースでは

共通している。 

 

３ 就労安定に向けてのジョブサポーター制度 

 当社では、前述の通り障害者の就労安定に向け、

事業所単位もしくは職場単位で全員を対象とし、「障

害者雇用のためのフィールド作り」研修を行ってい

る。研修ではダイバーシティ、ノーマライゼーショ

ンの概念をはじめ、知的障害者に対してどの様に向

き合い、如何なるコミュニケーションを取れば良い

かといったことを伝え、障害者一人を多数の社員で

バックアップするＪＳの仕組みを構築している。広

義の意味では、障害者を全社員がサポートする、狭

義の意味では、障害者が配属された部門及び直接的

に関わる社員全員が業務の管理、指導を行う役割を

担うことにしている。広島県でも企業内ＪＳ制度を

採用しているが、不足しているジョブコーチ（以下

「ＪＣ」という。）の代用としての制度であり、当社

の制度はそれとは異なる独自のものである。 

現在も障害者の成長度合いの検証（当社が要求し

ているスキルの達成度）を担当部署とともに行うた

め定期的にＪＳ会議を招集している。また、障害者

雇用で問題が生じた場合、フォーメーション会議を

開催し、包括的に問題を捉え、対処、解決をしてき

ている。 

 

４ 当社におけるナチュラルサポートとは 

従来、知的障害者の就労安定をめぐって、障害者

本人のスキルや行動変容を求めるアプローチが多か

ったが、本来、知的障害者と雇用先従業員との間で

ナチュラルサポート(以下「ＮＳ」という。)(4)が構

築出来ない限り就労安定が難しいと云われてきた。

そのため、知的障害者雇用においては、ＪＣ支援の

過程でいかに雇用先従業員との間でＮＳ体制が構築

出来るかで就労安定が決まると云われている。一方、

知的障害者の就労安定に向けたＪＣのサポート体制

に関する研究(3)はあるものの、あくまでも支援者側

に焦点を当てたものであり、知的障害者を雇い入れ

ている企業側からのＮＳの報告や研究はない。 

当社では、現在、障がい者雇用推進室が中心とな

り、受け入れの可能性がある部門に打診することか

ら障害者雇用を進めている。前述の障害者雇い入れ

時の方針とその進め方から、特別支援学校の実習生

の受け入れに際しても、同様の対応を欠かさない。

実習前に、学校職員、生徒、保護者との面談の場を

設け、実際の実習に際しては手順書を使って社員が

作業指示、指導ができるようにしている。このよう

にして、ＪＣがいない実習段階から社員が知的障害

者と直に接することが、ＪＳとしてのナチュラルサ

ポートの訓練の場となり、現段階においては、既に

ＪＣに依存しないＮＳ体制が出来ているといえる。 

（1）東広島工場事例 

東広島工場において、積極的な障害者雇用をスタ

ートした段階では、精神障害者２名、身体障害者２

名、知的障害者１名で、トライアル期間中ＪＣが支

援にあたった。しかし、知的障害者でも分かる手順

書を作った事もあり、ＪＣは作業を見守る程度で、

ＪＣによる計画的なＮＳは不要であった。 

それは、知的障害者雇用を決めた段階で、コンサ

ルタントか

ら「彼の兄

貴役を買っ

て出る社員

が欲しい」

と言われ、

手を上げた

社員(以下

「Ｇ氏」と

いう。)がその役を引き受けた。その後、フォーメー

ション会議を実施し、採用した５名の障害者に対し

各実務担当者と関係者との顔合わせをおこなった事

もあり、初期段階からＹ君(知的障害者)はＧ氏の指

示を受け作業をすることになった。Ｙ君の作業はレ

シプロ冷凍機のピストンを防錆油にくぐらせた後、

一つずつビニール袋に入れ、それを箱に入れる作業

と、余った時間で清掃作業をこなしており、ＮＳは

初期段階から問題なく構築されていた。此処までＮ

Ｓが出来たのは、業務面においては作業手順書を作

り、それを事前にパート社員で検証したこと、更に

Ｇ氏が、しっかりＹ君に寄り添って社会人マナーを

はじめとして指導し、パート社員も含めた全社員が

日頃からそれをサポートしたことがあったからだと

考えられる。 
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（2）本社事例 

本社においては、H22 年３月に面接と実技試験を

行って２名の知的障害者を採用した。２名は、施設

管理Ｇ（本社ビルの電気、空調、エレベーター設備

の管理、メンテナンス及び清掃業務を行っているグ

ループ）に配属された。業務としては、各フロアの

東西にあるシンクの清掃と給茶コーナー、冷蔵庫廻

り、並びにフローリング部分の清掃、３～８F 迄の

フローリング中階段と階段の側面ガラス部分の清掃

を受け持っている。その後、H23 年７月に新しい社

員２名が加わったこともあり、従来からの社員には

トイレの手洗い部分の清掃も業務に加わった。 

彼らは、共

有部分の清掃

を始める時に、

赤いポストが

立っているＪ

Ｓに業務の開

始報告をして

から作業を始

め、作業終了後、ＪＳに終了報告を行う。報告を受

けたＪＳは業務の仕上がりと、品質をチェックをし

ている。これらの作業場所は、従来は社員が交代で

清掃を行っていたが「ワークシェアリング」発想で

その部分を障害者との協業としたため、品質チェッ

クは各フロアのＪＳ社員の役割となっている。更に

共有のフローリング部分や階段部分の品質チェック

もＪＳの役割になった。このようにして、本社では

障害者の受け入れ部門である施設管理Ｇと各フロア

のＪＳ社員による計画的なナチュラルサポートが自

然発生した状態にあるといえるだろう。 

本社のケースでは、特別支援学校の見学や実習の

受け入れをせずに採用までこぎ着けた。当初、その

２名と施設管理Ｇ社員は共に、コンサルタントから

清掃の実務指導を受け、手順や正しい作業所作を共

有し、習得した。ＪＣと支援センター職員もその指

導を見て、正しい作業所作を学習した。そういった

経緯から、ＪＣよる作業についての技術的な指導は

得られなかったが、トライアル雇用を開始した中で

は、正しくない作業所作に対して、都度、指摘をす

る支援を提供してくれた。また、ＪＳの品質チェッ

クの段になると、どの様な目線で駄目だしをすべき

か等について、ＪＳがコンサルタントより直接指導

を受けたため、当初は狭義の意味においてＪＳ全員

がＯＪＴを行いながらナチュラルサポートを身につ

けたものと考えている。 

７月からトライアル雇用に入った社員は、施設管

理Ｇ社員から清掃の実務指導を受けた。それは、妥

協のない厳しい繰り返しでもあったが、２ヶ月目に

入ると着実に清掃業務がこなせる様になり、スピー

ドもあがっている。特別従業員（正社員）として採

用後も、従来通り、各フロアのＪＳにチェックを受

けている。ＪＳは彼らと問題解決志向的な関わり合

いを自然に持つこととなり、その対応についてＪＳ

自身の成長が試されることにもなる。トライアル雇

用終了後も年に２回開催されるＪＳ会議は、日常的

にＪＳが障害者と関わっている中での課題、問題を

出し合い、対処について話し合う場として機能して

いる。常時、受け入れ部門の社員が監督出来ない状

況の中で、品質維持が出来ていることから、ＪＳ制

度によるＮＳ体制が機能し、障害者が能力を発揮し、

戦力として活躍していることが証明されている。 

 

（3）その他 

守谷工場では東京都立足立特別支援学校、関西支

店の場合は、府立たまがわ高等支援学校の見学や学

校職員との連携を進めた。準備は、前述にある通り

の進め方で統一している。生徒の実習に際して、受

け入れ先では初めて知的障害者に接する社員が多く

いたが、学校見学、当社への見学受け入れなどを経

るにつれ、問題なく対応を考えられるようになって

いった。意思疎通が問題なく出来ると感じれば、昼

食時や休憩時間を含め、自然なサポート体制が構築

出来ている。その一方、関西支店では実際の障害特

性に合わせて自立的な活動が始まっている。当初支

店では、外注しているトイレ清掃業務を考えていた

が、検討を進める中で、支店と当社部品情報センタ

ー（各種冷凍機及び関連部品を管理してる部署）と

の間に発生する業務に着目した。それは、商品に関

する必要な部品を工場から支店に取り寄せ、帳票類

を紙面とデータで管理する業務と、その受け入れ、

開梱、仕分け業務を障害者と連携して働くイメージ

が明確になっていった。既存社員の残業時間削減を

期待することができ、部品の在庫管理や帳票類管理

のみにとどまらず冷凍機の分解補助業務も出来るの

ではという期待が見えてきた。中でも、作業着の洗
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濯を仕事に入れる案があったが、「私汚す人、障害者

は洗う人では本末転倒だ」といった議論にまで発展

した。業務を切り出す過程で、社員たちがこれまで

の自らの働き方、仕事への考え方を自然と見直す良

いきっかけとなった側面もあった。 

 

５ 考察と今後の課題 

  当社の障害者雇用は時間を掛け、丁寧に進めて来

たことで、いつのまにか社員個々人の中の、気づか

ぬ障害者に対するバリアといった意識が解けてきた

ように思う。他の社員と同様の仲間として、障害者

を受け入れる土壌が醸成されてきている。ここで一

つの結論としては、当社においてはＪＣによる計画

的なＮＳは不要であったが、フォーメーション会議

における支援センター職員や保護者、ＪＣによる障

害者情報は、彼らの行動特性を知る上で非常に有用

であった。 

 一方、東広島工場での精神障害者の定着就労に失

敗した例（２名の方が退職）があり、その後もまだ

精神障害者の雇用は進んでいない。今後の課題は、

２点あると考えている。一つは、社内体制を整え、

精神障害者の雇用をいかに検討していくか、である。

もう一つは、障害者の真の自立を考えると、障害者

自身、自活が実現できるようになることを目指さな

くてはらなない。それに関して、企業の中でいかに

彼らの報酬増加とスキルアップの仕組み作っていく

のか、今後も検討を続け、取り組んでいくことも障

害者雇用の中では大きな課題であると捉えている。 

 

６ おわりに 

上述の通り、H19 年に一社化に大きく舵を切った

ことで、常用雇用者数が 2000 名を超え、障害者雇用

率達成が喫緊の課題として浮かび上がた。その経緯

の中で、積極的な障害者雇用のスタートを切ってか

ら既に３年が経ち、本年６月には東京労働局から特

別指導を受けたものの、障害者雇用を加速し既に法

定雇用率 1.8％を達成した。特例子会社を作らず障

害者雇用率を達成出来た一番の要因は、愚直に障害

に対する理解者を増やしながら進めてきた結果だと

考えている。 

当社が推し進める障害者の雇い入れ方針に基づき、

業務の洗い出し、社員教育、ＪＳ制度、業務上必要

なスキルの抽出、業務手順書の作成、フォーメーシ

ョン会議、ＪＳ会議、これらの方策が非常に有用に

機能していると考えている。勿論、社員全員が両手

を挙げてこの障害者雇用の取り組みに、初めから賛

成している状況があったわけではない、現在でもま

だ不安を感じて積極的には関わらない社員がいるの

も事実である。国の障害者雇用率は毎年伸びてきて

はいるものの、H27 年に常用雇用者数が 101 名以上

の中小企業にも障害者雇用率が適用されることにな

ると、現行のＪＣの役割も再考せざるを得ないと考

えている。中小企業においては、障害者雇用のみな

らず、新たな人材に対して時間を掛けて業務指導を

担うことが出来る社員が少ないケースが多い。それ

ゆえ可能な限り即戦力としての採用を図りたい状況

があるといっても過言ではない。だからこそ、ＪＣ

に企業内の業務内容の理解はもとより、生産性向上

等を見据えた業務の切り出しなどの支援を求めるこ

とは自然な動きだと思われる。しかしながら、ＪＣ

がこれらを担う余裕はなく、ましてや、ＪＣの成り

立ちから考えても、それを従来の行政機関にだけ望

むのは既に難しい側面がある。従って、今後は、中

小企業庁との連携も必要だと考えるが、ＪＣ養成に

際しては、障害者理解や福祉関係のカリキュラムだ

けでなく、企業の業種、または企業内の職種などよ

り個別の特性、例えば生産技術や生産管理といった

講座も必要になると考えている。 
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知的障がい者の受入れによる職場の変化 

 

原口 惠次（株式会社日立ハイテクサポート 取締役社長） 
  
１ （株）日立ハイテクサポートについて 

（株）日立ハイテクサポート（以下「当社」と

いう。）は、（株）日立ハイテクノロジーズの特

例子会社である。（株）日立ハイテクノロジーズ

は、2001年に商社である日製産業（株）と（株）

日立製作所の半導体製造・検査装置、医用分析装

置・計測機器の製造部門が統合して誕生した。日

立ハイテクグループは、国内10社、海外17社、連

結売上高6600億円規模の企業グループである。 

当社は1987年に旧日製産業の特例子会社として

発足し、長い間、身体障がい者の雇用を中心に運

営されてきた。親会社の統合後、社名を変更し、

2008年からは国内10社でグループ適用を受けてい

る。当社の社員数は約80名、障がい者数27名（内

知的障がい者７名は08年以降の採用、表１参照）

で、特例子会社としては障がい者比率が低い。こ

の理由としては、グループ各社がそれぞれ障がい

者雇用の法定雇用率達成を目指し、各社が不足し

た場合に当社の雇用分でカバーするという方針に

よるところが大きい（国内グループ会社の総人員

は約9000名で、1.8％の法定雇用率達成には約160

名の障がい者雇用が必要。現状の障がい者雇用状

況はグループ全体で約1.9％）。 

 

表1 業務別・障がい別社員数 2011.9.1現在 

  
身 

体 

内 

部 

聴 

覚 

視 

覚 

言

語 

音

声 

知

的

合

計

郵 便 3 1 1     2 7

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 1         2 3

ｺﾋﾟｰ・製本     1       1

名刺印刷   2         2

社宅管理 3           3

清 掃 2 1   1 1 2 7

一般事務 1   1     1 3

人事・総務     1       1

合 計 10 � � 1 1 7 27

 

 当社のミッションは、グループ各社の間接業務、

周辺業務の代行による連結経営の効率向上と、障

がい者雇用及びグループ各社に対する障がい者雇

用関連の情報発信である。業務内容としては寮・

社宅・研修所・保養所の管理、社内郵便、湿式

シュレッダー、派遣社員管理、備品管理、名刺印

刷、旅費精算、給与控除などの人事・総務系の受

託事業が多いが、最近はWeb関連などの新規事業

や、経費の振替処理などの経理関係業務も増加し

ている。社員の勤務地は西新橋の本社ビルがほと

んどで、他に東京近郊の寮・社宅等で管理や清掃

に従事している社員がいる。 

業務内容は連結経営の枠組みの中で、アウト

ソーシングにより当社がグループ各社に代わって

管理の一部を担っているケースが多いため、業務

レベルとしては連結経営に寄与できる高い水準が

求められている。また、受託料に関しても同一業

務の価格低減を継続的に行う必要がある。当然の

ことながら障がい者雇用を理由に甘えは許されず、

サービス品質の向上や業務内容の効率化に関して

日々改善提案が要求されている。障がい者も健常

者もそれぞれの能力に応じて役割を果たすことが

求められ、障がい者雇用に関して、雇用そのもの

を目的とする福祉的な考え方はない。社員は当社

のミッションを達成するために一人ひとりが役割

を担い、戦力として付加価値を生み出し、会社は

その対価を支払うというのが基本的な考え方であ

る。当社は特例子会社であるが、親会社からの支

援が最小限となるように「自立」を期待されてお

り、連結経営の中で、売上増・利益増は求められ

ていないものの、ミッションに掲げた機能発揮が

求められ、当社としては機能拡大による成長を目

指している。 

 

２  知的障がい者の採用 

08年度から知的障がい者の雇用を始めた。過去

に一度雇用し、失敗した経験があるので、正しく

は再スタートということになる。過去に失敗した

事例は、寮の清掃に従事していた知的障がいを持
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つ社員が職場生活面で問題を起こし、一年足らず

で退職することになったもの。失敗の理由は、知

的障がい者の特性など障がいに対する周囲の理解

不足、支援組織やジョブコーチとの連携不足、本

社から離れた場所での勤務だったため会社として

の組織的サポートの不足などで、起こるべくして

起きた失敗だった。 

知的障がい者の雇用を再スタートするきっかけ

は、重度身体障がい者の雇用が困難になってきて、

特例子会社の要件の一つ（雇用する障がい者の

30％以上が重度身体または知的、精神障がい者で

あること）を満たすのが危うくなってきたこと

だったが、08年度からのグループ適用申請時にハ

ローワークから知的障がい者の雇用を認可条件と

して示されたことが雇用開始時期を若干早めた。 

採用に向けた準備として、06年から養護学校の

生徒を実習生として受入れることを始めていた。

職域としては、他社での雇用事例も多い社内郵便

業務を想定していたが、この時点では採用に結び

付けられるかは白紙だった。複数の実習生と直接

接した郵便室では、知的障がい者に対する理解が

少しは進んだものの、採用することには反対だっ

た。自分たちと同じような役割分担ができないの

で、仕事を完結させるのは結局全部自分たちにな

る。社内郵便の仕事は簡単そうに見えても、様々

な問題が発生するし、その場で対応しなければな

らないことも多い。配達先の部署名を略称で覚え

るのは大変で、海外からの郵便の仕分けもある。

英文は読めるのか。転勤先が不明な異動者への転

送といった面倒な仕事もある、それを知的障がい

者でもできると考えるのは自分たちの仕事を馬鹿

にしているのではないか。などの反対意見が出さ

れた。社内郵便の仕事は、大きくは回収、仕分け、

配達の３つに分類され、それに問合わせ・クレー

ム対応などが加わる。以前はこれらの一連の仕事

をフロアごとに担当を決めて行っていたため、知

的障がい者に一つのフロアを担当させるのは難し

いというのが反対の大きな理由だった。 

07年10月に知的障がい者の採用に強く反対して

いた郵便室の課長が人事異動となり、後任の課長

には知的障がい者への理解があって採用に積極的

な人が就任した。品川区の就労支援センターから

の紹介で、軽度の知的障がいがあるＮさん(20歳、

女性)が実習に来る事になった。多動症の傾向が

強くコミュニケーション上の課題もあり、今まで

中々就労できなかった事も伝えられていた。しか

し、実習での社内郵便業務の覚えは早く、数日間

の実習の後、08年５月からトライアル雇用を開始

することになった。臨機応変な対応が求められる

業務は難しかったが、該当部署がどのフロアにあ

るかもすぐ覚え、心配された海外からの郵便の仕

分けも問題なかった。ジョブコーチにはＮさんへ

の指導だけでなく、周囲の社員に対して、知的障

がい者の「できる・できない」は、言葉で確認で

はなく実際にやってみて確認、指示は簡潔かつ具

体的に、注意する時はその場で、など基本的な知

的障がい者との接し方も指導していただいた。 

社内郵便の仕事の分担方法は、知的障がい者を

受入れ易いように工夫して、フロア単位でなく、

回収、仕分け、配達の業務単位に変更していた。

Ｎさんは、一部苦手な業務はあるものの、郵便業

務全体について遂行可能と判断できたため、試用

期間を経て08年10月に社員として任用することに

した。社員任用までの６ヶ月間、郵便室は、Ｎさ

んが自分たちの想像以上に仕事をこなせると確認

できたことと、多動症に起因する会社内での問題

行動がジョブコーチの指導によって改善されたこ

とで、徐々にＮさんを自分たちの仲間として受入

れる方向に進んでいった。 

会社全体でもＮさんを通して知的障がい者への

理解が進んだ。そして、09年度以降の雇用拡大に

向けて様々な取組みを行い、結果として11年度時

点で７名の知的障がい者を雇用することになった。 

 

３  知的障がい者の雇用促進 

知的障がい者の雇用拡大にあたり、最初に検討

したのは処遇についてだった。当社の賃金テーブ

ルは障がいの有無ではなく、担当する仕事によっ

て職群を分け、総合職、業務職（一般職）、専業

職（現業職）に分類し、それぞれに等級で区分し

ている。知的障がい者の処遇については当社内に

事例がなかったため、日立グループ内の特例子会

社や他社の事例を参考にした。給与に関しては東
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京都の最低賃金を上回る水準を下限とし、専業職

の賃金テーブルを下方に一区分追加して制度化し

た。毎年行われる最低賃金の見直しにより、この

区分幅は圧縮される状況が続いている。賞与に関

しては、当面、査定は行わずに定額とし、退職金

や企業年金に関しては他の社員と同じ制度を適用

する事にした。これらの処遇の妥当性は、基本的

には社員の働きと受取る報酬額が見合っているか

どうかで判断されることになるが、Ｎさんの社員

任用が決まった08年10月時点では、その確信が持

てないままの見切りスタートとなった。 

採用基準についても検討した。本人の働く意欲

が最も大切だが、過去の失敗やＮさんの事例をも

とに、支援組織への登録、保護者との連携・情報

の共有、実習・トライアル雇用・試用期間のス

テップによる組織・業務への適応状況の見極めな

どを採用の条件とした。新卒の場合、学校との連

携も重要な要素と考えた。 

 雇用促進には職域の拡大も重要だった。09年度

から湿式シュレッダー事業（ＯＡ用紙を細かく裁

断せず、水をかけて引きちぎるようにすることで、

紙の長い繊維が残り、普通紙への再生が可能とな

るシュレッダー）を立上げ、要員として2名の知

的障がい者を採用し、郵便業務にも１名追加した。 

10年度には、一般事務である旅費の精算業務で

１名、Ｓさん（永福学園卒、女性）を採用し、

チームの中で帳票の採番順に並び替えや一次

チェック済データの再チェックなどの役割を分担

してもらっている。一般事務は規則や処理手順が

概ね定まっており、そのルールに従って実行する

が、少し複雑な判断を伴う業務と、比較的簡単な

ルールに則って行う処理業務が混在していること

が多い。通常、これらの事務全体を一連の業務と

して一人で担当するのが一般的だが、旅費精算業

務を知的障がい者の新しい職域として検討した際、

業務全体を難易度別に細分化して、比較的簡単な

作業部分を切り出し、チームで一つの処理を完結

させるという方法に変更した（図１参照）。これ

は各人が能力に応じて「自分ができる事、得意な

事」を担当してチームに貢献することであり、一

人ひとりがチームのなかで必要とされるようにな

ることを意味する。それは当社が目指している障

がい者と健常者が共に働く姿であるが、実現する

ためにはチーム内のコミュニケーションの円滑化

や、個人の能力の見極め、適切な役割分担や公平

な評価など難題が多く、現時点で全てが解決でき

ている訳ではない。現在、旅費精算業務を担当し

ているＳさんは、覚えるスピードは比較的ゆっく

りだが、担当業務の範囲は徐々に拡大している。

一般事務で知的障がい者の職域となっているのは、

現状では旅費精算だけだが、業務細分化の推進と、

チームで仕事を完結させるマネジメント力の向上

によって、職域をさらに拡大させたいと考えてい

る。 

 

   （変更前）       （変更後） 

 

図１ 業務細分化模式図 

 

４  知的障がい者受入れによる職場の変化 

先の、社内郵便を担当するＮさんには不得意な

こともあり、例えば社内書留を配達した際に受領

印を貰うという作業ができない。しかし、Ｎさん

は抜群の記憶力の持ち主だ。全てを映像として記

憶しているらしく、例えば本社ビルで働く約1700

名の座席と名前を、座席表を眺めることで短期間

に覚えてしまった。仕分けも早くて正確である上、

配達フロアが不明な迷子の郵便物は、パソコンで

検索するよりＮさんに聞いたほうが早く、郵便室

全体の効率を高めている。Ｎさんは09年２月に行

（ 社 員 Ａ ＢＣが、 難 易

度 １２３４の混 在 する

一 人 分 の 仕 事 を 、

各々担当していた） 

（社員ＡＢＤの分担を難

易 度 別 に 組 み 替 え 、

チームで仕事を完結。

社 員 Ｄ は 知 的 障 が い

者、変更前の社員Ｃは

別業務を担当） 
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われた第７回アビリンピック東京大会のオフィス

アシスタント競技種目に出場し、初参加ながら金

賞を受賞してしまい、周囲を驚かせた。 

当社ではＮさんの仕事ぶりや行動を通して知的

障がい者を理解し、受入れる態勢整備が進んだ。

身体障がい者だけを雇用していた時には、障がい

者と健常者を同等に扱うという意識が強く、多少

の得意・不得意はあっても、能力差がないことを

前提にした会社運営が行われ、障がいの有無に関

わらず、担当業務を周囲の助けなしにできること

は当たり前と捉えられていた。しかし、知的障が

い者の採用は、最初から「できないことがある」

ということを了解した上での雇用なので、知的障

がい者ができないことは周囲がカバーして仕事を

完成させなければならないことになった。このこ

とで、自分の担当範囲には責任を持つが、それ以

外のことには関心を持たない、というそれまでの

風潮から、会社全体がチームとして仕事に取組む

という方向に変化していった。 

また、さまざまな障がいに対する会社全体の受

容度も向上したと思われる。09年度以降に入社し

てきた知的障がい者は、それぞれ異なるタイプの

特徴を持っていたが、特に大きな混乱もなく、各

人の特性を理解した受入れが行われた。 

身体障がい者の雇用だけだった時には、全ての

社員は自立している事が前提となっていたために、

障がい者が仕事をやり易くするための設備導入な

どの対応は行っていたものの、生活支援に関して、

支援組織と連携することは行っていなかった。知

的障がい者の雇用開始によって、外部組織との連

携と同時に、社内組織の充実も図ることになり、

今まで周囲の人がボランティア的に行っていた身

体障がい者への生活支援も、組織的に行なわれる

ように変更された。 

知的障がい者が組織に加わったことで起きた最

も大きな変化は、社員全員が、自分の受取ってい

る給料との見合いで、自分の役割や仕事の進め方

を考え直すようになったことだった。当社に入社

したのはＩＱ５０～７０の軽度の知的障がい者だ

が、彼らは指示の出し方さえ的確に行えば、一定

水準以上のレベルで、かなりの量の仕事をこなす

ことができる。当社で働く知的障がいを持つ社員

にはそれぞれの部署で戦力として活躍してもらっ

ているが、この知的障がい者の仕事ぶりと賃金の

バランスが一つの基準となって、社員全員の仕事

のレベルや付加価値と、各人が受取っている賃金

の妥当性が問い直される事になった。その意味で、

知的障がい者という一つの基準値が組織内に入っ

てきたインパクトは大きかった。 

知的障がい者とそれ以外の社員との間には現実

的には給与差が存在するが、その違いの理由が明

確になっている訳ではない。知的障がい者に見ら

れる「抽象概念の理解が難しい」や「臨機応変な

対応が苦手」という傾向は、健常者社員が口にす

る「具体的な指示がないとどうしたら良いか分か

らない」とか、「従来からのやり方を変えたくな

い」と同じことであり、要するに程度の問題では

ないのか。知的障がい者が発揮する集中力は健常

者以上のものがあり、その評価をどうすべきか、

などの能力評価に関する疑問や課題は残されたま

ま、手探り状態が続いている。 

「業務を細分化して難易度で分類する」という

作業は、「知的障がい者が苦手だったりできない

ことは何か」という問いに置き換えられる。当社

の業務内容は受託事業が大半で、定型化された業

務が多いため、今までは決められたこと、指示さ

れた事を早く正確に行う事が重要であり、従来か

らのやり方を踏襲するのは当たり前だった。しか

し、「付加価値が高い仕事は何か」「その業務は

給料に見合った内容か」と問い直される事によっ

て、仕事の難易度や付加価値の大ききは、自分で

考えることや判断すること、改善提案することな

ど、脳の働きとリンクしていることが理解される

ようになってきた。知的障がい者にできない事は

何かと考え、自分が受取っている給料に見合う仕

事を行うためには、指示を待ってその通り行うの

ではなく、もっと自分で考え改善を加えていくこ

とを増やさなければならないと、徐々にではある

が以前から働いている社員の意識が変化してきた

ように感じている。このような意識変化は会社全

体の仕事のレベルを向上させる上で非常に重要で

あり、それが知的障がい者の受入れによってもた

らされた事に感謝している。 
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衆議院憲政記念館に於ける知的障害者雇用の取り組み 

－世田谷区立すきっぷ・東京ジョブコーチとの連携－ 
 

笠原 拓也（世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ  支援員） 
  
１  はじめに 

平成23年４月１日より、衆議院憲政記念館に於

いて初となる知的障害者雇用がスタートした。 

本稿ではこの雇用の取り組みに、支援機関とし

て世田谷区立障害者就労支援センターすきっぷ

（以下「すきっぷ」という。）が東京ジョブコー

チとどのように連携して進めてきたのかを詳しく

報告する。 

 

（1）憲政記念館と庭園 

我が国の中枢、国会議事堂を前に臨む位置に彼

らの勤務先、憲政記念館がある。1970年（昭和45

年）、議会開設80周年を記念して、議会制民主主

義についての一般の認識を深めることを目的とし

て設立され、1972年（昭和47年）に開設された。

憲政記念館では国会の組織や運営の紹介、憲政の

歴史や憲政功労者に関わりのある資料を収集して

常時展示している他、特別展なども催している

（管轄は衆議院事務局）。 

また、憲政記念館を囲む北庭、その隣の南庭は、

都会にあって珍しく、訪れた人を都会の喧騒から

解放してくれる場であり、四季折々の自然を静か

に楽しむことができる。 

 

（2）雇用への準備 

 すきっぷは1998年（平成10年）、知的障害者

福祉法に基づく通所授産施設として開設し、2006

年（平成18年）からは障害者自立支援法の下、就

労移行支援事業を営んでいる。開設から現在まで、

延べ358人の就職者（平成23年９月30日時点）が

おり、最近では官公庁での就職者も増えてきてい

る。 

そのような中、平成22年10月、衆議院事務局

と障害者雇用についての話し合いの場を持つ機会

があり、具体的に管轄内においての雇用が検討さ

れることとなった。憲政記念館及び庭園の管理・

清掃員として雇用を進める方向が決まり、衆議院

側担当者・すきっぷ担当者が双方を行き来し、 

話し合いを進める中で大枠が固まっていった。 

採用枠は６名となり、候補者の選定では個人

の能力だけではなく、相性や協調性、チームワー

ク力にも配慮して判断することとなった。同時に、

受け入れ側職員に知的障害とは何か、特性や対応

について等の理解を深めてもらうため、勉強会も

行った。また、実際の働く現場へすきっぷ職員が

入り、現場のスタッフに教えてもらいながら想定

業務を体験した。 

平成22年12月、候補者６名が確定し、現場見学

を行い、一人ひとりの実習に臨む意思を確認した。 

翌年１月上旬、関係者一同が集まり、６名の

候補者の面接を行った。候補者一人ひとりの情報

の共有化を図ることにより、改めて憲政記念館で

の障害者雇用のスタートを、関係者一同感じるこ

とができた。 

 

２ 実習支援 

（1）実習計画 

 実習は前半組・後半組の２回に分けて行うこ

ととした。分けて行うことにより長期戦にはなる

が、現場の負荷は軽減され、また、実習生を丁寧

に見ることができるからである。期間は平成23年

１月中旬～下旬、２月上旬～中旬の各々２週間で

行うこととなった。 

  

（2）東京ジョブコーチへの支援要請 

計画を作成していくなかで、受け入れ側に障害

者雇用に対しての不安が強くあることがわかった。

自然が多く怪我や事故の懸念もある労働環境、ま

してや初の障害者雇用実習なので、現場から不安

が上がるのは当然であった。不安や懸念事項を払

拭するためには、実習期間中全ての日に支援に入

ることが求められた。そこで、すきっぷだけでは

マンパワー不足であったので、東京ジョブコーチ

に支援を要請して協力を仰ぐこととなった。 

東京ジョブコーチとは、東京都独自のジョブ

コーチ派遣事業であり、東京しごと財団が東京都
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の補助を受け、社会福祉法人東京都知的障害者育

成会に委託している事業である。 

実習に際し、東京ジョブコーチより派遣された

ジョブコーチは４名、すきっぷからは３名の職員

が支援に入ることとなった。実習前には東京ジョ

ブコーチと実習生の面談、情報の共有化を行った。

実習期間中毎日、東京ジョブコーチより２名が作

業支援にあたり、すきっぷ職員は週２～３回の頻

度で訪問した。 

役割分担として、すきっぷは実習生の通勤支援

と精神面のフォロー、受け入れ側との調整・相談

を担い、東京ジョブコーチは現場において実習生

の作業のスキルアップを担うこととした。 

 

（3）実習と採用に至るまで 

 実習が始まると、実習生個々のプラス評価や、

体力や障害の特性上の課題などが次第に浮かび上

がってきた。実習生本人の意識や努力で改善でき

ることと、障害上のことで仕事内容や使用してい

る道具に変化を持たせた方が良いことなどの見極

めも重要であった。さらに重要なのはそれらの意

見や見解を、受け入れ側・すきっぷ・ジョブコー

チがしっかりとすり合わせ、共有化することで

あった。その為に、毎日朝と終わりのミーティン

グを必ず行うことや、４名のジョブコーチとす

きっぷ職員が共通のノートを使い、引き継ぎを綿

密に行う等のことが必要であった。 

 また実習期間中に、実習生保護者に対して見学

会も行い、本人を支えるため各家庭にも協力をお

願いした。 

 そのような甲斐もあって、前半組・後半組とも

一人の欠席者も出すことなく、実習は乗り切るこ

とができた。そして、実習生各々評価や課題は違

えど、何とか６名全員晴れて採用が決まったので

ある。 

 

３ 定着支援 

（1）個別の目標設定 

 平成23年４月１日付けで正式に６名が採用さ

れ、いよいよ本当の意味での障害者雇用がスター

トした。当初は６名全員がチームとなり、南庭・

北庭、雨天時は憲政記念館内清掃を行った。作業 

 

表１ 作業スケジュール（平成23年10月現在） 

北庭作業班 ○○・○○・○○（3名） 

8：45 南庭管理棟に出勤・着替え 

9：00 北庭憲政記念館へ移動 

9：10 朝のミーティング・出勤簿押印 

9：30 作業（途中小休憩あり） 

11：20 南庭管理棟へ移動 

11：30 昼休み・昼食 

12：30 北庭へ移動 

12：40 作業（途中小休憩あり） 

15：00 帰りのミーティング・南庭へ移動 

16：00 南庭管理棟にて着替え・退庁 

 

南庭作業班 ○○・○○（2名） 

8：45 南庭管理棟に出勤・着替え 

9：00 北庭憲政記念館へ移動 

9：10 朝のミーティング・出勤簿押印 

9：30 南庭へ移動 

9：40 作業（途中小休憩あり） 

11：30 昼休み・昼食 

12：30 作業（途中小休憩あり） 

14：50 北庭憲政記念館へ移動 

15：00 帰りのミーティング・南庭へ移動 

16：00 南庭管理棟にて着替え・退庁 

 

主任が彼らに日替わりで付き指示だし役となった。

毎月末には関係者一同が集まり、ふり返りを行っ

て、評価や課題、有効な指示の出し方やジョブ

コーチの支援の入り方などを協議した。 

 日が経つにつれ、作業能力や作業態度、対人関

係において各々の課題が明確になってきたので、

本人と面談をして個別の目標設定を行った。作業

日誌への目標記入や、支援者側が持つ作業ケース

記録にも明記し、全体で意識を持って、日々の作

業にあたるようにした。 

 また、外作業では怪我や事故等の危険性もあり、

態度面において注意を促すため、イエローカード

制の導入も行った。これは危険な行動やマナー違

反をしてしまい、注意を受けても改められなかっ

た場合、作業主任より出される仕組みである。一

日の中で２枚出されるとレッドカードとなり、厳

重注意の対象となる。目的はあくまでも本人への

注意喚起にあり、この制度の導入には出す側の基

準が統一されていなければならず、且つ慎重さが

求められる。その為、導入前には関係者一同で話

し合い、共有化に努めた。幸い、平成23年10月現

在まででイエローカードは数枚出たことがあるも
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のの、レッドカードは１枚も出ていない。 

 

 

作業終了時（集合）の様子 

 

（2）緊急時の対応 

通勤途中のトラブルや、勤務中の怪我・体調不

良等があった場合、関係機関が即座に連絡を取り

合いこれまで対応してきた。具体的には、すきっ

ぷが調整役となり、受け入れ側と家族との間に

立ったり、ジョブコーチへの連絡を行ったりした。 

また、本人達が通勤途中でトラブルにあっても

自分で連絡できるように、携帯電話の使い方や遅

刻連絡の仕方などの練習の機会を設けた。 

そして災害時の緊急マニュアルや家庭連絡網な

どの整備にも努めた。 

 

（3）定着支援スケジュール 

  

表２ ４月～10月までの支援回数（半日や時間単位の日も含む） 

 すきっぷ 東京ジョブコーチ

4月 10 20 

5月 7 19 

6月 8 20 

7月 5 16 

8月 4 14 

9月 6 9 

10月 4 7 

 

 表２からわかるように、４月～６月まではほぼ

毎日支援にあたることが求められた。派遣ジョブ

コーチは実習時の４名から１名増えて、５名体制

になり、すきっぷ職員も１名増やし４名が直接支

援に関わることとなった。受け入れ側の不安に真

摯に対応し、焦らず慎重にナチュラルサポートの

形成に努めていった。また、除草作業や落葉拾い

などの、自然を相手にした業務がメインであるこ

とから、季節によって行うことが異なり、手厚い

支援が必要であった。 

 平成23年10月現在では、受け入れ側と彼らの関

係が大分築かれてきており、支援回数は徐々に

減ってきている。しかし残念ながら、体力上の理

由から７月末に１名退職している。 

 表１のように、現在では南庭作業班と北庭作業

班の２班に分かれて作業している。４月より半年

が経ち、個別の作業能力や対人関係を考慮して、

10月よりこの体制で臨むこととなった。また当番

や係り仕事を新たに作り、彼らに任せていくこと

でモチベーションアップにも繋がっている。 

 

４ まとめ 『不安を自信に変えるため』 

 まだまだ完全な定着には至っておらず、現在

進行形の事例ではあるが、ここまでの取り組みか

ら、重要であったポイントをいくつか挙げたい。 

初の知的障害者雇用、初の屋外作業と、雇い主

側にとっても、本人側にとっても、不安要素は沢

山あったに違いない。この状況下で支援機関とし

て、すきっぷ単体だけでは決してこのようには進

められなかったはずである。本人達の就職したい

という強い気持ちと努力があったのは勿論である

が、受け入れ側や家族との連携、そして東京ジョ

ブコーチの多大な協力がなければ現在には繋がら

なかった。初めの内しばらくは、日々の支援や毎

月のふり返りにおいて、不安や見解の相違が挙が

ることも多かった。しかし、関係者一同が逃げ腰

になることなく、お互いの意見をしっかりと聴く

という姿勢を、根気よく持ち続けていたことが重

要であった。 

話し合いを何度も重ねる中で、工夫や提案を出

し合い、本当に少しずつではあるが周囲の不安を

自信に変えていくことができたのではないか。何

より働く彼らにとっても、最近では少しずつ自信

が表情に出てきた感がある。 

これからは冬の寒空の下での作業に入ることに
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なる。半年後の４月、桜が満開の頃、冬の寒さを

乗り越えて、一段と逞しくなった彼らが見られる

ように、今後も連携を大事にしながら、定着支援

に努めていきたい。 

 

 

南庭・北庭間道路にて 

国会議事堂を背景に 
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障害のある労働者の職業サイクルに関する調査研究（第２期） 
 

田村 みつよ（障害者職業総合センター  研究員） 
  
１  背景と目的 

2001年にILOが『職場において障害をマネジメ

ントするための実践綱領』を発表し、その中で

「障害マネジメント、障害者のキャリア開発、訓

練機会の調整・確保、採用後に障害をもった中途

障害者の雇用継続の重要性について事業主向けで

はあるが障害者の参加とイニシャチブが重要であ

る」と提唱されてから、10年が経過した。その間

に障害者のキャリア形成の問題として当機構では

「障害者の雇用管理とキャリア形成に関する研究 

障害者のキャリア」１ ）2004で、障害者のキャリ

ア形成を雇用管理と関連付けながら解明している。

ただその調査設計上の限界として中途（採用後）

障害が含まれておらず、「最初の会社に就職して

から経験した離職や転職、失業や「福祉的就労」

経験、入社後に障害をもった人々（中途障害者）

の雇用・職業生活の継続など、一連の出来事とし

て障害をもつ個々人のキャリア形成という事実や

意識を把握、そこから見いだされる問題は何か、

その問題解決のためのサービスプログラムとして

何があるのか」が課題として残されていた。  

「障害のある労働者の職業サイクルに関する調

査研究」は、この課題を継承する形となるが、

ILOの綱領発表後のわが国での職業リハビリテー

ションの進展の動向も踏まえつつ、2011年時点で

の課題を追加すれば、①就業・生活支援センター

など地域支援機関の拡充 ②メンタルヘルス問題

の深刻化が挙げられよう。 

 本報告では、2008年実施の第１回職業生活前期

調査と2010年実施の第２回同調査の間に起こった

ライフイベント、仕事に関係した出来事を中心と

して、上記①②の今日的課題の視点から分析してい

く。 

 

２ 第２回職業生活前期調査の概要 

（1）調査方法 

パネル調査の手法に則り、同一対象者を継続して

調査し、実態や意識の変化を把握することとしている。

手続きは郵送によるアンケート調査を取っている。 

（2）調査対象 

当 事 者 団 体 、企 業 、広 域 ・地 域 障 害 者 職 業 セン

ターに調査協力を要請し、同意の得られた人を調査

協力者として登録した。基本的に就業中の人を対象と

している。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障

害、知的障害、精神障害が対象となるが、障害者手

帳を所持していない場合も調査の対象とした。 

（3）第２回調査で追加した質問項目 

調査項目の基礎部分（詳細は「障害 にある労働 者 の

職業サイクルに関する調査研究－第１回職業生活前期調

査（平成20年度）－」２）参照）は毎回同じ質問をしていく

が、職業生活を支える家族の変化を追って行く上でそ

の起点となる結婚・離婚歴と子どもの有無については

今回初めて詳しく尋ねた。また、調査回毎に交互に質

問項目群を入れ替えるカセット項目を取り入れた本縦

断調査の設計上、第２回調査では、社会参加と、医療

リハサービスの利用について新たに聞いている。 

（4）調査の実施状況 

 調査時点：平成22年７月１日 

 調査対象者：調査協力の登録者の内、宛先不明と

なった人、調査継続協力が困難と申し出のあった人を

除いた472人を対象とした。障害別対象者数と回答者

数は表１のとおり。 

 

 

 

 

 

 

３ 第２回職業生活前期調査結果 

 

 問1性別

男 女 計 障害別比率

27 7 34 34
79.4% 20.6% 100.0% 10.3%

34 23 57 57
59.6% 40.4% 100.0% 17.3%

50 22 72 72
69.4% 30.6% 100.0% 21.9%

19 7 26 26
73.1% 26.9% 100.0% 7.9%

70 37 107 107
65.4% 34.6% 100.0% 32.5%

26 7 33 33
78.8% 21.2% 100.0% 10.0%

226 103 329 329
68.7% 31.3% 100.0% 100.0%

視覚障害

聴覚障害

肢体不自由

内部障害

知的障害

精神障害

計
 

表２ 男女、障害別結果集計 

発送数 回答者数 回収率

視覚障害 54 35 65%
聴覚障害 101 59 58%
肢体不自由 100 76 76%
内部障害 36 30 83%
知的障害 129 104 81%
精神障害 52 36 69%

計 472 340 72%

表1．障害別回収状況表１ 障害別回収状況 
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表３ 障害別年齢集計 

障害
平均年齢 最大値 最小値 標準偏差

視覚障害 32.1 41 23 0.9
聴覚障害 31.5 42 21 1.6
肢体不自由 31.0 42 20 1.8
内部障害 35.9 41 27 1.4
知的障害 27.0 42 20 3.2
精神障害 34.6 41 27 1.0  

＜結果＞ 

①結婚・離婚歴、子どもの有無：回答者340人のうち

「結婚している」53人（15.6％）、「結婚していない」270

人（79.4％）。視覚障害（29.7％）、聴覚障害（29.8）、

内部障害（25.9％）で結婚している人の割合が高い。

回答者340人のうち子どもあり22人（6.5％）、子どもな

し261人（76.8％）だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ライフイベント：最も多かったのが「引越しをした」42

人で、特に聴覚障害で11人と多かった。その他多いも   

のを見ると「結婚をした」18人、「親元から離れて暮らし

始めた」14人、「自分の親が仕事を辞めた」15人、「家

族が病気や事故で一ヶ月以上の入院をした」18人な

どとなった（表４）。 

③医療施設への通院状況と健康に関する相談・利用

先： 「通院していない」149人（43.8％）が最も多く、

「一年に一度以上通院」75人（22.1％）などとなった。

これら通院している人を合計すると183人（53.8％）とな

り、通院していない人を上回っている（表５）。 

  健康に関して困った時の相談・利用先を複数回答

で訊いたが、最も回答の多かったのは、「父親や母親」

で知的障害では81.5％あった。次に多かったのが「か

かりつけの病院・診療所（主治医）」で全体では35.6％

で、内部障害では70.4％であった。 

④地域生活の相談・利用先： 父親や母親（67.4％）、

病院や診療所（36.2％）内訳内

部 障 害 と精 神 障 害 で７割 が利

用、肢体不自由と視覚障害で４割

が利用、知人や友人（21.8％）、

上司や同僚（20.9％）、配偶者

65.7％、（14.1％）であった。 

              ⑧仕事上の出来事 

回答者 309人のうち最も多かっ

たのが「給料が上がった」で105

人（34.0％）、特に精神障害で

は16人（53.3％）のこの出来事

があったと回答していた。 

次に多かったのが「配置転が

あった」59人（19.1％）で、特に

内部障害では14人（53.8％）が

回答していた。「昇進した」15人、

「正社員になった」７人がある一

方 、「 給 料 が 下 がった」 24人 、

「休職をした」14人、「勤めてい

た会社が倒産した」１人となった

（表６）。 

                           ⑥学校に通い始めた人：第１回

調査では学歴を尋ねたが第2回

調査では同じ選択肢で現在就

学中または卒業した学校を尋ね 

た。       合                た。今回10人がスクーリングして

いた。詳細は以下のとおり。視覚障害２名20歳代；特

別支援学校専攻科を卒業し離職して大学に通ってい

る。はじめに就業した三療関係の仕事とのミスマッチが

表２．ライフイベント 

 （単位：人・％

週に1度以
上通院して

いる

月に1度以上
通院している

1年に数回
通院してい

る

1年に1回
通院してい

る

通院して
いない

無回答 計

1 5 13 5 13 0 37
(2.7） (13.5） (35.1） (13.5） (35.1） (0.0） (100.0）

1 4 8 1 43 0 57
(1.8） (7.0） (14.0） (1.8） (75.4） (0.0） (100.0）

5 27 17 4 22 1 76
(6.6） (35.5） (22.4） (5.3） (28.9） (1.3） (100.0）

16 5 4 0 2 0 27
(59.3） (18.5） (14.8） (0.0） (7.4） (0.0） (100.0）

0 11 14 7 69 7 108
(0.0） (10.2） (13.0） (6.5） (63.9） (6.5） (100.0）

4 23 8 0 0 0 35
(11.4） (65.7） (22.9） (0.0） (0.0） (0.0） (100.0）

27 75 64 17 149 8 340
(7.9） (22.1） (18.8） (5.0） (43.8） (2.4） (100.0）

肢体不自由

視覚障害

聴覚障害

知的障害

精神障害

計

内部障害

表５  医療施設への通院状況 

（単位：％）

障害

結
婚
を
し
た

離
婚
を
し
た

子
ど
も
を
生
ん
だ
/
子
ど
も
が

生
ま
れ
た

引
越
を
し
た

親
元
か
ら
離
れ
て
暮
し
始
め
た

自
分
が
病
気
や
事
故
で
一
カ
月

以
上
の
入
院
を
し
た

学
校
に
通
っ
た

ま
た
は
卒
業
し
た

障
害
に
関
す
る
年
金
を

受
給
し
は
じ
め
た

障
害
に
関
す
る
年
金
の

受
給
が
な
く
な
っ
た

自
分
の
親
が
離
婚
を
し
た

自
分
の
親
が
仕
事
を
辞
め
た

家
族
が
病
気
や
事
故
で
一
カ
月

以
上
の
入
院
を
し
た

家
族
が
亡
く
な
っ
た

該
当
す
る
項
目
な
し

対
象
者

視覚障害 8.1 5.4 2.7 21.6 10.8 8.1 5.4 0 0 0 5.4 8.1 0 51.4 37

聴覚障害 10.5 0 3.5 19.3 7 3.5 3.5 1.8 0 0 3.5 3.5 3.5 59.6 57

肢体不自由 5.3 1.3 3.9 11.8 3.9 6.6 1.3 3.9 1.3 0 3.9 2.6 5.3 53.9 76

内部障害 7.4 0 7.4 11.1 0 7.4 0 0 0 0 3.7 7.4 0 59.3 27

知的障害 1.9 0 0 6.5 1.9 0.9 1.9 6.5 0 0 4.6 5.6 4.6 65.7 108

精神障害 2.9 0 2.9 11.4 2.9 0 2.9 2.9 0 0 5.7 8.6 11.4 57.1 35
計 5.3 0.9 2.6 12.4 4.1 3.8 2.4 3.5 0.3 0 4.4 5.3 4.4 59.1 340

表４  ライフイベント 
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挙げられていた。聴覚障害30歳代と40歳代の２名；在

職中で能力開発校や大学に通っている。肢体不自由

30歳代、内部障害30歳代；離職中に能力開発校に

通っている。知的障害２名；在職中で自動車学校に

通っている。精神障害者30歳代２名；大学進学及び

転職をしている人と、離職中で通信教育を受けている

人だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩「配置転換があった」内部障害：内部障害は配置転

換の生起率が高かった（53.8％）職種としては事務職

が多い。勤続年数は平均7.35年。内部障害では配置

転換のある前（前回の調査）から「今の仕事を続けた

い」と答える人が他の障害より少ない傾向にあり、勤務

継続についてはどちらかというと「わからない」と回答す

る人が多い。「体調や健康面での不安や困っているこ

と」への自由記述で、深刻な状況の記述が多く見られ、

働く上で配慮してほしい事への回答にはきわだった特

徴は見られず、それぞれ個別の課題と個別のニーズを

抱えているようだ。そういった中、健康についての主な

相談先は主治医や家族が多く、支援機関は少ない。 

⑪昇進した人：15人の人が昇進があったと答えており、

資格を保有していたり、大卒以上の学歴の人であった。 

               昇給（６人）や配置転換（５人）

など他の出来事が同時 に起

きた人が多かった。 

                ⑫障害別配慮事項： 

                知的障害では特に働き続け      

る上で必要なことへの回答率

が 高 く ジ ョ ブ コ ー チ 的 支 援

ニーズが最 も高 いといえる。

内部障害や肢体不自由では

体力や障害に合わせた勤務

時間や休日の設定、健康管

理の充実など労務管理上の

配 慮 を求 める回 答 率 が高 い

傾向が示された（表８）。          

                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜結果分析 イ．家庭形成＞ 

第１回調査で、「将来かなえたい希望」を尋ねた自

由記述では、全障害を通じて、「家庭を持ちたい」とい

う希望が最も多かった。配偶者の存在は、仕事面、健

康面、地域生活面のどの局面でも、困った時の相談

相手として高い率を占める。家庭形成という問題は、

JILPT 労働政策研究報告書３ ）によると「働くに

障
害

配
置
転
換
が
あ

っ
た

ま
わ
り
で
直
接
仕
事
な

ど
を
援
助
し
て
く
れ
る

人
が
い
な
く
な

っ
た

昇
進
し
た

給
料
が
上
が

っ
た

給
料
が
下
が

っ
た

正
社
員
に
な

っ
た

休
職
を
し
た

転
職
を
し
た

勤
め
て
い
た
会
社
が

倒
産
し
た

該
当
す
る
項
目
な
し

無
回
答

対
象
者
数

3 1 1 13 6 2 1 3 6 3 33
(9.1） (3.0） (3.0） (39.4） (18.2） (6.1） (3.0） (9.1） (0.0） (18.2） (9.1） (100.0）

11 2 1 21 4 2 2 4 15 52
(21.2） (3.8） (1.9） (40.4） (7.7） (3.8） (3.8） (7.7） (0.0） (28.8） (0.0） (100.0）

15 5 3 28 4 4 1 23 4 69
(21.7） (7.2） (4.3） (40.6） (5.8） (0.0） (5.8） (1.4） (0.0） (33.3） (5.8） (100.0）

14 1 6 8 1 3 1 5 26
(53.8） (3.8） (23.1） (30.8） (3.8） (0.0） (11.5） (3.8） (0.0） (19.2） (0.0） (100.0）

12 5 1 19 8 2 1 5 1 50 5 99
(12.1） (5.1） (1.0） (19.2） (8.1） (2.0） (1.0） (5.1） (1.0） (50.5） (5.1） (100.0）

4 5 3 16 1 1 3 2 6 1 30
(13.3） (16.7） (10.0） (53.3） (3.3） (3.3） (10.0） (6.7） (0.0） (20.0） (3.3） (100.0）

59 19 15 105 24 7 14 16 1 105 13 309
(19.1） (6.1） (4.9） (34.0） (7.8） (2.3） (4.5） (5.2） (0.3） (34.0） (4.2） (100.0）

精神障害

単位：人（％）

注）非就業の人は回答していない。

総計

内部障害

視覚障害

聴覚障害

肢体不自由

知的障害

表６ 最近２年間で起きた仕事上の出来事障害別集計（複数回答） 

表７ 障害別働き続ける上で必要なこと 表８ 障害別会社にお願いしたいこと 

(単位％）

視
覚
障
害

聴
覚
障
害

肢
体
不
自
由

内
部
障
害

知
的
障
害

精
神
障
害

作業手順をわかりやすくし
たり、仕事をやりやすくす
ること

10.2 16.2 18.6 4.2 43.1 7.8

作業のスピードや仕事の
量を障害にあわせること

6 10.7 19 6 47.6 10.7

作業を容易にする機器や
設備を改善すること

14.6 19.5 24.4 2.4 29.3 9.8

通勤の便宜を図ること 16.1 9.7 19.4 3.2 41.9 9.7

まわりに仕事やコミュニ
ケーションを援助してくれ
る人を配置すること

4.9 19.5 13.4 2.4 51.2 8.5

体力や体調に合わせて、
勤務時間や休みを調整す
ること

12.1 13.8 29.3 6.9 29.3 8.6

安全や健康管理に特別の
配慮をすること

9.1 15.9 20.5 9.1 36.4 9.1

その他 10.3 34.5 10.3 6.9 24.1 13.8

(単位％）

視
覚
障
害

聴
覚
障
害

肢
体
不
自
由

内
部
障
害

知
的
障
害

精
神
障
害

障害や障害者のことを理解
してほしい

11.8 20.5 16.8 6.2 32.9 11.8

職場に障害者の仲間を多く
してほしい

2.1 39.6 10.4 2.1 41.7 4.2

ずっと働き続けることができ
るようにしてほしい

8.1 10.8 20 6.5 46.5 8.1

給与面を改善してほしい 12.7 17.2 16.4 8.2 35.1 10.4
体力や障害に合わせた労
働時間や休日の設定をして
ほしい

8.2 9.6 35.6 6.8 27.4 12.3

能力に応じた評価や昇進・
昇格をしてほしい

9.3 19.6 22.7 9.3 27.8 11.3

研修や教育訓練を充実して
ほしい

15.9 27 19 7.9 22.2 7.9

健康管理を充実してほしい 8.0 10.0 28.0 6.0 36.0 12.0

職場の中で困ったことの相
談ができるようにしてほしい

9.6 15.7 12.2 5.2 47.8 9.6

その他 16.7 33.3 16.7 16.7 16.7 0
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あたってのモチベーションの源泉として機能して

いる。成人のキャリア発達の枠組みとして、本人

のみならず、本人を含む家族全体を考えていくべ

き」とされており、障害者の職業生活を支えるイ

ンフォーマルなサポートとして重要な役割を占め

ている。今回のライフイベントとして18人が「結

婚した」（男11人女５人で調査全体の男女比７：

３とほぼ同じ）と答えており、就業形態や障害等

級別の偏りはあまり見られない。今後の継続調査

で、さらに変化を追っていく予定である。 

＜結果分析 ロ．勤務状況の変化＞ 

勤務形態については、１,２回調査とも回答の

あった327人のうち、13人が正社員から非正規雇

用に、７人が非正規雇用から正社員に、17人が

（正社員からが９人 が非 正 規 からが８人 ）非 就 業 と

なった。前回の調査で非就業であったが第２回調査で

就業となった人は７人いた。知的障害では正社員だっ

た37人のうち、11人が非正規雇用に、精神障害では

非正規雇用25人の中で４人が非就業になった。勤務

時間の変化した人は、全体で38人（12.8％）であり、そ

の内、30人が短時間勤務となった。特に知的障害で

は、30時間以上のフルタイム勤務をしていた59人のう

ち、12人（20.3％）が20時間以上30時間未満になった。 

障害別に雇用の安定度が異なっている。会社にお願

いしたいこととしては、「働き続けられるようにしてほし

い」の回答が多かった。 

一 方 で、16人 が転 職 をしていた。転 職 をした人 は

「結婚した、親から自立した、学校に通った、家族が入

院した」などのライフイベントが同時に起こっている人が

多く、直接転職との因果関係は不明であるが、仕事と

生活の関連が窺われる。 

また、16人（肢体不自由７人内部障害３人精神障

害３人聴覚障害２人）が休職しており、その内５人が入

院、１人が出産している。休職との前後関係は不明で

あるが、仕事に関係した出来事として配置転換があっ

た人が６人いた。休職に至ってはいないが、「体調や

健康面で不安や困っていること」としてメンタル疾患や

人間関係の悩みを抱える内容の自由記述も全体の回

答の約12.5％を占めていた。 

 

４  考察 

 本調査結果から2010年時点での障害者のキャリア

開発の現状を概観すると、仕事に関連した出来事とし

て「昇進」や「昇格」の実態が５％程度だが確認された。

また同じ職場でのキャリア形成だけでなく、職場適応

期の職業生活前期を対象とした今回の調査対象者の

中では、10人の人が自発的にスクーリングをしてキャリ

ア形成に役立てている状況も明らかになった。 

そこでさらに、出来事としての事実だけに留まらず、

それを本人がどのように捉えているかの意識面に焦点

を当てて考察を進めたい。昇進や昇給のあった人で、

特に会社にお願いしたいこととして「能力に応じた評価

や昇進・昇格をしてほしい」の選択肢を選んでいるが

（33％）、その内、同時に仕事をする上で必要なことと

して「作業手順をわかりやすくしたり、仕事をやりやすく

すること」や「作業のスピードや仕事量を障害にあわせ

ること」を選択している回答が（63％）見られた。この場

合に「能力に応じた評価」とは自分の能力と評価とのミ

スマッチから負担感の表明として捉えられるのではな

いだろうか。この職業生活前期（若年層）の対象者は

全体的に有資格者が多い一方で、実際のその技能活

用場面では、特に配置転換や昇進などによる職場環

境の変化に伴っては、きめ細やかな個別の配慮を必

要とする人がいるということが推定される。スキルアップ

に伴う本人の動機付けの課題は、2004年の調査結果

でも指摘されていたが、2010年時点で、就業環境の厳

さが増す中で、自発性や動機付けの課題が残されて

いることが示唆された。「研修や教育訓練を充実して

欲しい」という要望は全体の回答率としては8項目中６

位であまりニーズ自体は高くなく、むしろ「職場の中で

困 ったことの相 談 ができるようにしてほしい」 ４位 の

ニーズの方が高い。 

しかしこのことは、職場環境がますます高度化、複

雑化していく現状で、障害のある労働者だけの問題で

はないかもしれない。 
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韓国型チャレンジ雇用 

－ 公的機関の知的、精神障害者雇用に関して－ 
 

○洪 慈英（韓国障害者雇用公団雇用開発院  課長） 

李 暁星（韓国障害者雇用公団雇用開発院） 
  
１  はじめに 

韓国の障害者雇用の法的支援は、1991年に制定

された「障害者雇用及び職業リハビリ法」をもと

に推進され、制定当時0.43％だった障害者雇用率

は、2010年12月末時点で2.24％となった(重度障

害者をダブルカウント適用)。また、障害者雇用

拡大を目指し、重度障害者ダブルカウント制度の

導入、国家および地方自治体の非公務員勤労者を

対象とした障害者義務雇用率の適用など、障害者

サポート制度は発達し続けている。 

2008年の障害者実態調査によると、知的障害者、

自閉症、精神障害者の職場類型は次の通りである。

一般企業においては知的障害(44.7％)、自閉症

(27.1％)、精神障害(20.0％)であり、障害者保護

作業所においては知的障害(18.0％ )、自閉症

(39.3％)、精神障害(52.6％)となっている。この

ように一般企業や保護作業所で多くの障害者が働

いている一方、政府および政府関連機関などのい

わゆる安定していて求職者に好まれている職場へ

の就職率は、知的障害(1.2％)、自閉症(0.0％)、

精神障害者(0％)となっており、政府機関におけ

る精神障害者の就業は皆無である。 

2010年12月末、国家および地方公務員の障害者

雇用率が2.40％と民間企業の障害者雇用率2.24％

に比べて高くなっているものの、重度障害者の雇

用率は14.7％と民間企業の重度障害者雇用率

18.2％より低くなっている。特に、知的障害者、

自閉症、精神障害者(以下まとめて精神的障害者

とする)の雇用率は皆無である。重度障害者特別

採用制度はあるものの、この制度はある程度の水

準の免許や学位を持った特殊な職種に限られるた

め、精神的障害者が採用試験が必須である公務員

になるのは難しい現状だ。 

2010年の法改正によって国家および地方自治体

の非公務員勤労者に対しても義務雇用率2.3％が

適用されることになった。この制度が活用される

ことで精神的障害者の就業が困難であった国家や

地方自治体への就業機会が広げられた。2009年、

国会では、図書館司書補助、食堂補助、体力鍛錬

室整理などの業務に7人の知的障害者、自閉症障

害者が雇用された事例があった。しかし、国会内

の環境と、一般行政機関とで職務環境に差があっ

たため、国会で適用された業務をすべての省庁に

適用するのは易しいことではなかった。 

このように政府機関において精神的障害者の雇

用率が低いという事実を打開しようと、2010年の

国務会議で政府機関における精神的障害者の雇用

拡大が図られることとなった。雇用労働省、文化

体育観光省、保健福祉省の三つの省庁を模範運営

機関と定め、就業可能な業務を探し出し、普及拡

大を目指した。また、国内外の精神的障害者雇用

事例を通して就業可能業務の調査を行った。ベン

チマーキングとして、日本の公的機関において知

的障害者、精神障害者を契約職の公務員として雇

用する制度であるチャレンジ雇用制度を採用した。

日本の障害者雇用制度および公務員登用制度は韓

国と類似しており、ベンチマーキングとして適用

した際、失敗する確率は低いと判断された。 

 

２ 公的機関の精神的障害者雇用プロジェクト 

本プロジェクトは2010年の国務会議で模範的事

業を推進するための事業として指定されたもので

あり、その後2011年２月から2011年11月まで三つ

の省庁を対象として進められている。模範運営機

関として選定された雇用労働省、文化体育観光省、

保健福祉省の３つの省庁の人事担当者が雇用労働

省で模範プロジェクトの詳細を進めるために会議

を実施した。 

精神的障害者雇用推進のために事業準備、実行、

評価の三段階の段階別に事業を構想した。まず、

事業準備段階は各省庁に属する機関を対象として、

就業可能な職務があるか職務分析および職務環境

を分析した。精神的障害者のために職務配分を再

調整し、反復的で難易度の低い業務を用意する必

要がある。そのため、各省庁に属する機関の業務

内容と、非公務員勤労者の現況および業務内容を
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要請した。その次に雇用の可能性が高い機関を選

定し、現場訪問および担当者へのインタビューを

通じて各機関の勤務環境および職務再調整の可能

性などを調査した。そして何より精神的障害者は

仕事ができないという偏見が大きいことを考慮し、

障害認識改善教育も並行して実施した。実行段階

では精神的障害者の勤務可能性が高い機関および

業務を選定した後、対象となる障害者を募集、選

抜、評価、事前訓練、現場訓練を実施した。評価

は各省庁別の現場訓練を受けた障害者に対して、

対人関係や業務能力などを個別評価し、最終的に

非公務員勤労者として採用した。 

（1）雇用労働省の適用事例 

①雇用労働省の雇用環境分析 

雇用労働省は勤労条件の基準、労使関係の調整、

雇用政策等に関する事務を遂行する中央行政機関

である。雇用労働部の本部は３室13館35課１団５

チームで構成されており、所属機関として47箇所

の地方支部と全国80箇所の雇用センターがある。

雇用センターの主な業務は、求職者に対する就業

支援事業、雇用保険資格取得および喪失などの被

保険者管理事業、職業能力開発事業、また失業給

付金支給および母性保護事業などである。雇用支

援センターは全国に80箇所あるため、ひとつのセ

ンターに一人の精神的障害者が雇用された場合、

少なくとも80人という多くの人員が雇用されると

いう利点のある機関である。しかし、雇用セン

ターの主な業務が電話応対、窓口相談、コン

ピュータ業務であるため精神的障害者の勤務が困

難である。そこで、就業可能な業務を掘り起こす

ために、事務関連書類ファイリングおよび入力業

務などがないかを重点的に業務分析を実施した。

雇用支援センターは窓口相談者が多く、求職関連

相談および教育はパソコンを使って業務処理が行 

 

表１ 雇用センターの精神的障害者可能業務 

可能業務 
配置 

可能部署

・資料室 史書業務補助 

・日 雇 い労 働 者 勤 労 内 訳 確 認 申 告 書 の電 算 入  

力 

・求職票および再就職活動計画書の電算入力 

・電子ファックス配布および管理 

・失業給付金および各種支援金支給書類ファイリ

ング 

・失業給付金教育案内文配布 

・センター周辺の環境管理 

・JOB CAFEの案内および管理 

本部 

雇 用 支 援

センター 

われるため、コンピュータ活用能力が要求された。精

神的障害者の可能職務を分析した結果を表１に示

した。 

②精神的障害者模範プロジェクト進行 

模範プロジェクトで勤務する精神的障害者は募

集しやすい大都市の雇用センターに配置すること

にした。大都市の雇用支援センターには勤務人員

および業務量が多いため補助人員が必要だろうと

予測し、７大都市(ソウル、仁川、京畿、大田、大

邱、釜山、光州)と本庁に１名、計８名を配置した。 

雇用センターの業務がコンピュータ活用能力を

必要とするため、精神的障害者を募集する際、コ

ンピュータ活用能力資格を保有している人材を優

遇することにした。募集は公団ホームページ、マ

スメディアなどを通じて行い、合計93人の応募が

あった。一次は書類審査、二次審査はコンピュー

タ活用能力、事務補助業務、言語能力、倫理評価

など職務評価を実施した。面接官は各地域の雇用

支援センター担当者と、障害者の理解を助けるた

めに公団職員も担当し、最終的に知的障害者1人、

自閉症４人、精神障害者３人の計８人が選抜され

た。選抜された精神的障害者の業務を支援するた

め、３ヶ月間職務指導員を配置しての援助付き雇

用を実施した。現場訓練時の主要業務は、ファイ

リング、郵便物分類、希望カードステッカー貼り、

電子ファックス管理、電算入力、業務案内などを

実施した。３ヶ月間の現場訓練終了後、職務指導

員の訓練日誌、同僚評価などを経て、８人の精神

的障害者が雇用された。 

③まとめ(精神的障害者の事務補助職雇用可能性) 

これまで精神的障害者の主な就業職種は単純製

造業での業務だったが、今回の雇用労働省での就

業は、精神的障害者が事務職での就業の可能性が

見られる最初の事例となった。 

今回応募のあった精神的障害者の応募者93名中、

コンピュータ活用能力に関する資格保持者は

46.2％にあたる

43名であった。

このことから、

精神的障害者の

ための職務再調

整さえすれば、

事務職も十分に

勤労可能な職種 雇用センター勤務中の対象者 
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であることを確認することができた。 

（2）文化体育観光省の適用事例 

①文化体育観光省の雇用環境分析 

文化体育観光省は文化、芸術、映像、広告、出

版刊行物、体育および観光に関する事務と、国政

についての広報や政府発表に関する事務を管掌す

る省庁である。文化体育観光省の組織は２次官３

室５局11団53チームであり、11の所属機関で構成

されている。文化体育観光省の2010年障害者公務

員雇用率は3.61％であり、勤労者は1.23％と非公

務員勤労者の義務雇用率2.3％を達成することが

できなかった。文化体育観光省には公務員のほか

に学芸士、司書など専門資格保持者が契約職とし

て勤務している。そのため、精神的障害者が雇用

可能な非専門的業務が探しにくい環境であった。 

今回は勤務人員が多く障害者雇用率も達成できて

いない所属機関中、とりわけ精神的障害者の雇用

可能性が高いと判断された国立中央図書館、国立

中央博物館、国立民族博物館を対象に精神的障害

者に雇用可能な業務を分析した。 

国立中央博物館の業務はこれまで精神的障害者

による適用事例がなかったため、サービスの質の

低下によるクレームが考慮された。そこで、表２

で示すように精神的障害者による適用の成功事例

がある司書補助職、環境美化職を主として適用す

ることとした。 

 

表２ 文化体育観光省傘下機関の適用可能業務 

機関  適用可能業務  

国立中央

図書館 

·返却図書整理業務 

·新規図書登録業務 

·障害者図書館環境整理 

国立中央

博物館 

·図書館司書補助 

·食堂食材食器洗浄管理 

·子ども博物館整理、訪問客誘導 

·物 品 保 管 室 の車 椅 子 およびベビーカー管 理 業

務 

·教育プログラム進行補助 

·温室の鉢植え水やりおよび管理補助業務 

国立民族

博物館 

·図書館司書補助 

·清掃および周辺環境美化 

 

②精神的障害者模範プロジェクト進行 

国立中央図書館、国立中央博物館、国立民族博

物館においては、今までに雇用事例のある司書補

助業務と環境美化業務を中心に模範プロジェクト

を実施した。公開採用を通して、国立中央博物館

と国立民族博物館には精神障害者３名が採用され

た。国立中央図書館に配置されることになった自

閉症障害者２名は既に障害者福祉就業事業1の訓

練対象者として９ヶ月間司書補助業務の訓練を受

けており、今回の模範プロジェクトに合流するこ

ととなった。この計５名が７週間の現場訓練とし

て、返却図書の整理、新規図書の登録、表紙への

バーコード貼り付け、印章捺印などを担当した。

環境美化業務に配置された精神障害者は以前に清

掃業務の就業経験があったため、それを基にして

無理なく業務を遂行することができた。 

③まとめ（福祉就業事業対象者の就業可能性） 

障害者福祉就業事業は保健福祉省を中心に実施

されているため、障害者に継続的な雇用先を提供

することができなかった。しかし、今回の模範プ

ロジェクトでは福祉就業事業の対象者を選定して

雇用した。今後は障害者福祉就業事業の対象者が

訓練後に政府や地方自治体に雇用されるように制

度化することが必要だ。 

（3）保健福祉省の適用事例 

①保健福祉省の雇用環境分析 

保健福祉省は国民の社会福祉および医療保健を

担当する省庁であり、４室４局17館70課の本部と

14の所属機関で構成されている。障害者の公務員

雇用率は2010年12月末時点で4.02％(重度障害者

ダブルカウント適用)であり、障害者勤労者は

1.58％と非公務員勤労者の義務雇用率2.3％を達

成できていなかった。保健福祉省の所属機関の特

色は14箇所中11箇所が医療機関である点だ。 

医療機関は医師および看護師等の専門医療免許

が必要な業務が多いため、精神的障害者に適用可

能な業務は限定されている。2009年ソウル大学病

院を対象とした障害者雇用促進事例を参考にして、

精神的障害者に適用可能な業務を分析した。所属

病院の中で障害者と関連の深い機関を選定するこ

ととし、神経精神科専門医療機関である国立ソウ

ル病院とリハビリ専門病院である国立リハビリ病

院を模範プロジェクト機関と定め事業を進めるこ

とにした。 

 

                                                 
1 障害者福祉就業事業：保健福祉省から支援を受け政府、

地方自治体などが主体となり重度障害者に短期間の就業

先を提供する事業(障害者雇用率および機関人員には算

定されない) 
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表３ 医療機関の精神的障害者適用可能業務 

機関 適合業務 

国立ソウル病院 
病院食堂内 調理補助 

医務記録士補助 

国立リハビリ病院 

案内補助 

カルテ移送 

医療器具の消毒および包装 

 

②精神的障害者模範プロジェクト進行 

保健福祉省所属機関の対象者の募集は次のよう

に行なった。国立ソウル病院は神経精神科専門病

院であり、精神科関連疾病治療および精神障害者

の職業リハビリテーションに関する訓練プログラ

ムを運営している。その訓練プログラムを受けて

いる通院患者の中で、継続的な就業が可能であり、

症状が安定している患者を対象として、看護師の

推薦を通じて選定した。現場訓練として精神障害

者１名が病院食堂の料理補助業務を３ヶ月間行

なった。 

国立リハビリ病院は、公開募集を通して対象者

を選定した。国立リハビリ病院には長期間のリハ

ビリ治療が要求される患者がいるため、身体的障

害のない精神的障害者が勤務した場合、相互補完

的な関係で業務を遂行することができる。模範プ

ロジェクト対象者は精神障害３名、知的障害１名

で、現場訓練として案内、医療器具の消毒および

包装、カルテの移送業務などを４週間実施した。 

③まとめ（医療サービス終了後、模範プロジェク

ト訓練を通じて病院での就業の可能性） 

精神障害者は持続的な薬物の服用によって安定

した社会生活を送ることができる。就業を維持す

る上で精神障害者は知的障害者や自閉症に比べて

外部環境により受ける影響が強い。今回の模範プ

ロジェクトの現場がなじみのある病院環境であっ

たことと職員が障害に対して理解があったことで、

対象者である精神障害者は安定した社会生活を維

持することができた。医療サービス終了後、なれ

た環境である医療機関での雇用することで障害者

に心理的安定と継続した職業を提供することがで

きる。精神障害は他のタイプの障害に比べてより

医療機関との密接な連携が要求される。 

 

３  おわりに 

（1）障害者に対する認識改善の効果 

中央官庁の公務員の多くは身体障害のある公務

員とともに勤務するなど障害者に接した経験は

あったものの、障害が外見に表れにくい精神的障

害者とともに勤務した経験はなかった。精神的障

害者を配置する際、業務に入る前は、障害に対す

る知識不足や抵抗感が見られた。しかし、実際に

就業してみると、同僚職員は精神的障害者が十分

に勤務できる可能性があると判断した。とはいえ

精神障害者の場合、本人が過重労働だと認識した

り、職員間の対人関係で自分が障害者として配慮

されていないと思いがちである。そのため障害者

当事者の就業を維持させるための症状管理が不可

避だ。同僚職員には精神的障害者についての障害

認識教育が持続的に要求される。 

（2）精神的障害者の雇用領域拡大と職業領域の

多様化 

今回のプロジェクトは、政府機関に勤労する精

神的障害者が皆無であった状況で、雇用の可能性

が見ることができた行政機関最初の精神的障害者

雇用推進事例である。精神的障害者の勤務可能な

職種は事務補助、司書補助、カルテの移送、案内、

医療器具の包装など職域が広がった。 

（3）予算問題解決を通した制度化推進が要求さ

れる 

３つの省庁で模範プロジェクトを遂行した際、

最大の難点となったのが人件費等の予算が用意さ

れていなかった点だ。３つの省庁では来年度予算

が計上されるため、模範プロジェクト対象者18人

は安定して業務を続けることができる。しかしこ

のプロジェクトが持続性を持つためには中心と

なって進める省庁が、精神的障害者の今回の３省

庁の事例を普及させること、および全省庁へ事業

拡大するため制度化させることが急がれる。 
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